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本
稿
は
、
本
増
刊
号
冒
頭
の
「
監

修
に
あ
た
っ
て
」で
触
れ
た
と
お
り
、

本
誌
令
和
２
年
１
月
号（
８
５
１
号
）

か
ら
令
和
２
年
12
月
号（
８
６
４
号
）

ま
で
の
本
誌
通
常
号
「
金
融
商
事
実

務
判
例
紹
介
」
欄
掲
載
の
判
例
の
な

か
か
ら
、
企
業
法
務
お
よ
び
銀
行
法

務
の
観
点
か
ら
み
て
重
要
な
も
の
を

「
銀
行
の
固
有
業
務
」、「
担
保
・
保

証
」、「
回
収
・
倒
産
」、「
そ
の
他
金

融
業
務
」、「
商
事
」、「
そ
の
他
企
業

法
務
」の
６
つ
の
分
野
に
分
類
し
て
、

そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
と
重
要

性
の
観
点
か
ら
、
最
高
裁
判
例
を
対

象
と
し
て
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ

と
と
し
た
。
ま
た
、
当
年
度
に
つ
い

て
は
、「
銀
行
の
固
有
業
務
」、「
担
保
・

保
証
」、「
そ
の
他
金
融
業
務
」
の
分

野
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
と
り
あ
げ

る
べ
き
最
高
裁
判
例
が
存
在
し
な
い

た
め
、
掲
載
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

一
　
回
収
・
倒
産

１　

強
制
執
行
の
申
立
て
を
し
た
債

権
者
が
債
務
者
に
対
す
る
不
法
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
お

い
て
当
該
強
制
執
行
に
要
し
た
費

用
の
う
ち
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関

す
る
法
律
２
条
各
号
に
掲
げ
ら
れ

た
費
目
の
も
の
を
損
害
と
し
て
主

張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ

れ
た
事
例
（
破
棄
自
判
）（
最
判

令
和
２
・
４
・
７
本
号
�
判
例
）

　

本
件
は
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
建
物
の

一
部
の
明
渡
し
を
命
ず
る
仮
執
行
宣

言
付
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
つ

い
て
、
民
事
執
行
法
42
条
１
項
に
規

定
す
る
強
制
執
行
の
費
用
で
必
要
な

も
の
に
当
た
る
合
計
１
６
１
万
３
２

４
４
円
の
費
用
を
支
出
し
た
Ｘ
が
、

そ
の
執
行
費
用
を
Ｙ
ら
に
よ
る
本
件

建
物
部
分
の
占
有
に
係
る
共
同
不
法

行
為
に
よ
る
損
害
と
し
て
主
張
し

て
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
不
法
行
為
に
基

づ
き
、
前
記
１
６
１
万
３
２
４
４
円

お
よ
び
こ
の
請
求
に
係
る
弁
護
士
費

用
相
当
額
１
６
万
１
３
２
４
円
の
合

計
１
７
７
万
４
５
６
８
円
な
ら
び
に

こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
連
帯

支
払
等
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
原

審
は
、
Ｘ
の
前
記
の
主
張
に
理
由
が

あ
る
と
判
断
し
て
、
前
記
連
帯
支
払

を
求
め
る
請
求
を
認
容
し
た
。

　

本
判
決
は
、
民
事
執
行
法
は
、
強

制
執
行
の
費
用
で
必
要
な
も
の
を
債

務
者
の
負
担
と
す
る
旨
を
定
め
（
民

事
執
行
法
42
条
１
項
）、
こ
の
う
ち

同
条
２
項
の
規
定
に
よ
り
執
行
手
続

に
お
い
て
同
時
に
取
り
立
て
ら
れ
た

も
の
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ

の
額
を
定
め
る
執
行
裁
判
所
の
裁
判

所
書
記
官
の
処
分
を
経
て
、
強
制
執

行
に
よ
り
取
り
立
て
得
る
こ
と
と
し

（
同
条
４
項
な
い
し
８
項
、
22
条
４

号
の
２
）、
ま
た
、
同
法
42
条
１
項

に
い
う
強
制
執
行
の
費
用
の
範
囲

は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
、「
費
用
法
」
と
い
う
）

２
条
各
号
に
お
い
て
そ
の
費
目
を
掲

げ
、
同
法
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
民

事
執
行
手
続
を
含
む
民
事
訴
訟
等
の

手
続
き
の
当
事
者
等
が
負
担
す
べ
き

当
該
手
続
き
の
費
用
の
費
目
お
よ
び

額
を
法
定
し
て
い
る
の
は
、
当
該
手

続
き
に
一
般
的
に
必
要
と
考
え
ら
れ

る
も
の
を
定
型
的
、
画
一
的
に
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
手
続
き
の
当

事
者
等
に
予
測
で
き
な
い
負
担
が
生

ず
る
こ
と
等
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
当

該
費
用
の
額
を
容
易
に
確
定
す
る
こ

と
を
可
能
と
し
、
適
正
な
司
法
制
度

の
維
持
と
公
平
か
つ
円
滑
な
そ
の
利

用
と
い
う
公
益
目
的
を
達
成
す
る
趣

令
和
２
年

重
要
判
例
回
顧

弁護士

柳田 幸三
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分野 概　要 裁判所・言渡日等 出　典

預
金
業
務

預
金
の
帰
属

預金債権は口座名義人に帰属するものではないとして
預金債権の帰属確認請求を棄却するとともに、被控訴人
が債権者不確知を理由として行った供託が有効である
とした原判決が控訴審においても維持された事例

東京高判令和元・9・
18（確定）

金判  1582号  40頁
本号1判例

犯
罪
利

用
口
座

原告名義の普通預金口座が「犯罪利用預金口座等に係る
資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」2条
4項2号に規定する「犯罪利用預金口座等（資金移転先
口座）」に該当すると疑うに足りる相当な理由が存在す
るとされた事例

東京地判令和元・12・
17（控訴）

金判  1588号  26頁
金法  2133号  86頁
本号2判例

相
続
預
金
の
払
戻
し

遺言執行者が指定された遺言による包括受遺者の1人が
葬儀費用等に充てるために遺産を構成する預金債権を
払い戻したことが違法ではないとされた事例

東京地判令和元・9・
10（確定）

金法  2136号  79頁

遺言執行者による預金払戻し 東京地判令和元・11・
15（確定）

金法  2142号  52頁
本号3判例

預
金
払
戻
し
と

民
法
４
７
８
条

預貯金の払戻しに係る民法478条による免責を認めた原
審の判断が控訴審において一部変更された事例

東京高判令和元・12・
18（上告・上告受理申
立て）

金判  1593号  20頁
本号4判例

預金の払戻しについて、平成29年法律第44号による改
正前の民法478条による免責が認められた事例

東京地判令和2・6・9
（控訴）

金判  1605号  52頁

信用金庫が、口座名義人以外の第三者からの請求に応じ
て預金の払戻しをした場合における、当該信用金庫の過
失の有無および口座名義人の過失による過失相殺の有無

東京地判令和元・12・
10（控訴）

金法  2143号  75頁
本号5判例

そ
の
他
預

金
払
戻
し

銀行員が、預金者の従業員と共謀し、預金者の預金を無
断で引き出したことについて、銀行の使用者責任が認め
られた事例

福岡高判平成30・11・
29（上告・上告受理申
立て後、上告棄却・上
告不受理決定）

金法  2128号  62頁
本号6判例

融
資
業
務

原本に代えて提出された写しの取調べに異議が述べら
れた場合の取扱い

東京高判令和元・9・
18（確定）

判タ  1466号  92頁
本号7判例

アパートの賃貸事業等のための融資金の繰上返済手数
料に係る特約について、消費者契約法の規定により無効
とはいえないとされた事例

東京地判平成31・3・
20（確定）

金法  2137号  88頁
本号8判例

金
融
商
品
販
売
等

商品先物取引の勧誘が違法とされた判断が是認された
事例

名古屋高判令和元・
8・22（確定）

金判  1578号    8頁
判時  2453号  59頁
判タ  1472号  88頁
金法  2133号  74頁
本号�判例

仮想通貨管理契約の当事者間において、ハードフォーク
により生じた新コインを移転させることを明示または
黙示に合意したものとはいえないとされた事例

東京地判令和元・12・
20（控訴）

金判  1590号  41頁

仮想通貨（暗号資産）交換業等を営む被告にアカウント
を開設した原告が、当該アカウントに第三者からの不正
アクセスを受け仮想通貨（暗号資産）が外部に不正送付
されたと主張して求めた損害賠償請求等が棄却された
事例

東京地判令和2・3・2
（控訴）

金判  1598号  42頁
本号9判例

暗号資産の利用契約を締結した者が、ビットコインアド
レスから暗号資産取引仲介業者のビットコイン受領用
アドレスに対し、業務対象通貨に属さない暗号資産テザ
ーを送信した場合において、テザーの返還請求が認めら
れないとされた事例

東京地判令和2・7・31
（確定）

金判  1605号  40頁
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1預金債権の帰属

預金債権は口座名義人に帰属するものではないとされ、銀行が行った債権者不確
知を理由とする供託が有効とされた事例〔確定〕（東京高判令和元・９・18金判
1582号40頁）

重要度　★★☆

事
案
の
概
要

　

Ｘ
は
、
Ｙ
銀
行
に
開
設
さ
れ
た
Ａ
社
名
義

の
普
通
預
金
口
座
に
係
る
普
通
預
金
債
権
に

つ
い
て
差
押
命
令
お
よ
び
転
付
命
令
を
申
し

立
て
、
そ
の
発
令
を
受
け
た
が
、
Ｙ
銀
行
は
、

払
戻
し
に
応
じ
ず
に
本
件
普
通
預
金
債
権
に

つ
い
て
債
権
者
不
確
知
を
理
由
と
し
て
預
金

等
を
供
託
し
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
銀
行
が
払
戻
し

に
応
じ
な
い
こ
と
は
不
法
行
為
で
あ
る
と
し

て
損
害
賠
償
請
求
し
た
。
ま
た
、
参
加
人
Ｚ

は
自
分
が
本
件
普
通
預
金
債
権
の
債
権
者
で

あ
る
と
主
張
し
て
独
立
当
事
者
参
加
し
、
Ｘ

に
対
し
、
Ｚ
と
Ｘ
間
に
お
い
て
Ｚ
が
本
件
供

託
に
か
か
る
供
託
金
還
付
請
求
権
を
有
す
る

こ
と
の
確
認
を
求
め
た
。
争
点
は
、
本
件
普

通
預
金
債
権
の
預
金
者
は
Ａ
か
、
Ｚ
か
で
あ

る
。
原
審
は
、
預
金
者
は
Ｚ
で
あ
る
と
判
断

し
た
。
Ｘ
控
訴
。

判
　
旨

　

控
訴
棄
却
。

　
「
普
通
預
金
は
、
定
期
預
金
と
異
な
り
、

預
金
口
座
を
開
設
し
た
後
、
日
常
的
に
入
出

金
が
繰
り
返
さ
れ
、
流
動
性
が
あ
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
預

金
に
つ
い
て
は
、
定
期
預
金
の
よ
う
に
そ
の

出
捐
者
に
よ
っ
て
直
ち
に
預
金
者
が
定
ま
る

も
の
と
は
考
え
難
く
、
当
該
普
通
預
金
口
座

を
開
設
し
た
主
体
や
経
緯
、
預
金
通
帳
や
銀

行
届
出
印
の
管
理
の
状
況
、
そ
の
後
の
入
出

金
を
行
っ
て
い
た
主
体
や
経
緯
な
ど
の
諸
般

の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
、
預
金

者
を
認
定
す
べ
き
で
あ
る
」（
最
判
平
成

15
・
２
・
21
民
集
57
巻
２
号
95
頁
、
最
判
平

成
15
・
６
・
12
民
集
57
巻
６
号
５
６
３
頁
参

照)

。「
①
本
件
普
通
預
金
口
座
は
、
口
座
名

義
人
は
Ａ
で
あ
る
も
の
の
、
Ｄ
の
依
頼
に
基

づ
い
て
Ａ
が
開
設
手
続
を
し
た
も
の
で
あ

り
、
開
設
の
目
的
は
、
Ｄ
が
Ｃ
大
学
に
お
い

て
行
う
寄
附
研
究
の
た
め
の
寄
附
金
を
同
口

座
か
ら
Ｃ
大
学
に
送
金
す
る
と
と
も
に
、
同

寄
附
研
究
に
関
し
て
使
用
す
る
経
費
を
保
管

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
Ｄ
と
Ａ
の
間

で
は
、
本
件
業
務
委
託
契
約
に
定
め
る
報
酬

を
上
記
の
寄
附
金
及
び
経
費
に
充
て
る
こ
と

と
し
、
本
件
普
通
預
金
口
座
に
は
、
Ｚ
か
ら

上
記
寄
附
金
及
び
経
費
に
充
て
る
資
金
と
し

て
７
５
０
０
万
円
が
振
り
込
ま
れ
る
こ
と
が

合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
③
Ｄ
は
、
Ａ
か
ら
、

本
件
普
通
預
金
口
座
の
入
出
金
に
つ
い
て
、

Ｄ
の
裁
量
な
い
し
判
断
に
お
い
て
こ
れ
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
旨
の
委
任
を
受
け
て
い
た

こ
と
、
④
本
件
普
通
預
金
口
座
の
預
金
通
帳

及
び
銀
行
届
出
印
は
、
同
口
座
の
開
設
直
後

か
ら
、
Ａ
の
了
解
の
下
に
Ｄ
が
保
管
し
て
い

る
こ
と
、
⑤
本
件
普
通
預
金
口
座
に
そ
の
開

設
に
当
た
っ
て
預
け
入
れ
ら
れ
た
１
０
０
０

円
は
Ａ
が
負
担
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

後
に
入
金
さ
れ
た
７
５
０
０
万
円
は
Ｚ
が
振

込
送
金
し
た
も
の
で
、
そ
の
資
金
は
Ｚ
が
負

担
し
て
お
り
、
他
に
預
入
れ
又
は
払
戻
し
が

さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
、
⑥
Ｄ
は
、

本
件
普
通
預
金
口
座
の
開
設
か
ら
同
口
座
へ

の
Ｚ
か
ら
の
７
５
０
０
万
円
の
振
込
送
金
が

さ
れ
た
時
期
に
お
い
て
、
Ｚ
の
会
長
と
し
て

実
質
的
に
そ
の
運
営
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
」。「
こ
れ
ら
の
事
情
を
総
合

的
に
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
普
通
預
金
口
座
の

預
金
者
は
Ｚ
で
あ
り
、
…
（
略
）
…
Ａ
で
は

な
い
」。「
な
お
、
本
件
普
通
預
金
口
座
の
開

設
に
当
た
っ
て
預
け
入
れ
ら
れ
た
１
０
０
０

円
は
、
Ａ
が
負
担
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
…
（
略
）
…
本
件
普
通
預
金
口
座
に
つ
い

て
は
、
上
記
の
１
０
０
０
円
は
、
そ
の
後
に

振
込
送
金
さ
れ
た
７
５
０
０
万
円
と
比
較
す

れ
ば
極
め
て
少
額
で
あ
り
、
口
座
開
設
の
目

的
等
に
照
ら
せ
ば
、
上
記
の
預
入
れ
に
係
る

１
０
０
０
円
を
含
め
て
本
件
普
通
預
金
口
座

の
預
金
の
預
金
者
は
Ｚ
で
あ
る
と
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
」。

解
　
説

　
普
通
預
金
の
預
金
者
が
誰
か
に
つ
い
て

は
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判

断
さ
れ
る
（
判
旨
掲
載
の
最
高
裁
判
決
参

照
）。
本
件
は
具
体
的
事
情
を
つ
ぶ
さ
に
認

定
し
、
預
金
名
義
人
以
外
の
者
を
、
預
金
者

と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

�

（
谷
本 

誠
司
）




